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＜活動事例の要旨＞ 

水稲の高温耐性品種に特化した定点調査を起点に、モデル２法人の基幹作業への立会指

導や水管理者・JA指導員を対象とした綿密な研修会で、法人全筆の単収向上と近隣法人

への効果波及を促した。モデル法人には収穫後、次作に向けた技術改善に加え効率的・計

画的営農への転換等を提案し、技術・体制改善の両面から総合的に経営強化を図った。 

 

１ 普及活動の課題・目標 

令和 6年後半からの全国的な米価高騰、いわゆる“令和の米騒動”に端を発した米の

供給不足の懸念から、水稲（主食用米等）の増産が強く求められている。しかし、従前

からの担い手の高齢化による離農・農業者数の減少や、長期に渡る米価の低迷に加え、

近年の夏季の高温に起因する、米の単収・品質の低下による生産意欲の減退等を背景

に、作付面積の減少傾向には歯止めがかかっていない。本県の水田農業の主たる担い手

である、集落営農法人を核とした米の生産拡大の取組が重要となっている。 

だが一方で、集落営農法人においても近年、構成員の高齢化などによる労力不足や、

組織内の求心力低下によるほ場管理（水管理）の粗雑化などにより、基幹作物である水

稲の単収が低迷し、経営が安定しないケースが増加している。 

  そこで、JAと連携し、高温耐性品種に特化した定点調査（広域指導に資する生育調

査）を起点に、集落営農法人の経営強化に取り組むこととした。単収低迷に悩む（農）

Ｆ・Ｓの２法人をモデルとして指導拠点となる定点調査ほを設置し、法人構成員と JA

指導員を対象とする研修会の綿密な開催等で、栽培を適正化する。収穫後は栽培技術の

改善に加え、管理責任の明確化や指揮命令系統の再構築など、効果的な営農体制への転

換や、将来を見据えた経営計画策定の提案などを行い、総合的に経営強化を図る。 

 

２ 普及活動の内容  

（１）定点調査に基づく指導方法の刷新 

   ・JA(宇部統括本部)と、近年の高温障害による収量・品質低下への対策を協議した。 

管内における高温耐性３品種（にじのきらめき・きぬむすめ・恋の予感）の速や 

かな普及を目的に、今後は定点調査を、同３品種に特化して行うことを申合せた。 

  ・併せて、低収に悩む２法人をモデルに定点調査ほを設置し、従前の田植後 10日毎 

の生育調査に終始した取組を、調査ほを含む法人全筆の改善を促す内容に改めた。 

 

（２）綿密な栽培指導 

  ・モデル２法人の基幹作業時に立会指導を行った。特に田植えは、オペレーター毎に

設定が異なる傾向があり、適切な基準（苗の植付本数・植付深度・栽植密度等）で

行うよう、一人ひとりのオペレーターに密着し理解を得ながら改善を促した。 



・法人の水管理者に、田植前研修会を開催した。また田植後 10日毎の定点調査時に

はほ場前で、栽培の適正化に向け研修会を開催した。JA各営農Ｃにも参加を呼び

かけ、営農指導員の能力向上を通じて、近隣法人等への指導効果の波及を狙った。 

  ・研修会の前日等に、対象２法人の全筆を巡回し全体を把握した(図１)。問題ほ場を

予め特定し、毎回の研修会で役員や水管理者に、改善作業を具体的に促した(図２) 

 

（３）将来を見据えた営農体制の改善提案 

  ・対象２法人の営農体制において、栽培担当理事から的確な指示がなく耕作者間で作

業方針が揃っていないことや、田植後のほ場状況（水管理・雑草発生等）が十分把

握されず、対応が遅れがちなことが、単収低迷の根源的な問題と把握できた。 

  ・このため収穫後に反省会を開催し、(農)Ｆに若手Ｋ氏(後継者候補)を主体とする営

農への転換を、(農)Sには栽培監視役(専従者候補)の新設を提案した（図３）。 

  ・(農）Fには更に、若手Ｋ氏を主力とする 10年後の経営計画作成を提案し、了承さ

れた。設立から 10年が経過した今も、将来像が描けていない同法人に対し、役員

会で、後継者を明確に位置づけた計画づくりを促した。農地集積、機械装備や雇用

労力の確保等について情報共有を図りつつ、将来計画の策定に取り組んだ。 

  ・基幹作業を地権者に依存する(農)Ｓにも専従者候補主体の体制への転換を促した。 

 

３ 普及活動の成果 

  水稲の高温耐性品種に特化した定点調査を、単収低迷に悩む集落営農法人を対象に 

行うよう変更し、生産指導をより具体的に、JAと連携して実施できるようになった。 

今回の２法人に対する取組では、田植など基幹作業の適正化に加え、全筆の定期巡回 

による状況把握と水管理等の綿密な改善指導により、単収向上を図ることができた(グ

ラフ)。さらに、上記活動を通じ、法人役員に加えて構成員(水管理者)の管理意識が向 

上し、水稲を中心に経営を改善していく雰囲気を醸成できた。これら一連の取組には、 

多数の JA営農指導員の参画も促し、周辺法人を含め、全域の指導強化につながった。 

また２法人では例年、主に雑草多発や稲の生育不足で低収となっていたが、体制上の

問題として①田植直後の状況把握が不十分、②営農に係る判断責任が曖昧、の２点を把

握できた。そこで収穫後の反省会では、各法人の状況に即した効率的な営農体制への転

換を提案し、理解を得た。更に、将来像が描けていない点についても問題提起を行い、

後継者(専従者)の明確化を念頭に今後、体制再構築に取り組むこととなった。 

  今回の活動対象である２法人については今後、後継者を中心とする新たな営農体制下

で、安定した営農・経営が行われるよう、JAとも連携し、側面支援を継続する。また

次年度以降は、指導対象の法人をさらに拡大し、管内の米産地全体の強化を進める。 

 

４ 今後の普及活動に向けて 

  主食用米の不足がこれほど問題になったのは、平成の米騒動（平成５年）以来、30 

数年ぶりである。 

近年は米価の低迷が続き、生産意欲は失われ、作付面積は減少の一途となっていた。 

 だが、ようやく「米をもっと作って欲しい」と言われる時代が来た。生産者の販売単価

も（一時的かもしれないが）大幅に上昇し、水稲主体の経営が“儲かる”状態になって

いる。しかし、これまでの長期に渡る過酷な経営環境を背景に、現場の疲弊は深刻化し

ており、こうした状況でも「作付を大幅に増やす」といった声は聞かれない。 

  我々普及指導員が一丸となって、現場の最前線に立ち、高まる県産米需要に応えて産

地の生産拡大を支援する具体的な活動を今後、継続的に展開できないものだろうか。 



図１．ほ場全筆の状況把握と適正化         図２．現地研修会資料（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

図３．体制改善案（収穫後の反省会資料より 一部改変） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

グラフ．単収向上（収穫後の反省会資料より） 
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